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障がい福祉サービス事業所等運営法人の長 様 

 

 

鳥取県福祉保健部障がい福祉課長  

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例等の一部改正について（通知） 

 

日頃より、本県の障がい福祉施策に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、このことについて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律の部分施行に伴

い、重度訪問介護の対象者拡大、ケアホームのグループホームへの一元化及び障害程度区分の障害支

援区分への名称・定義の改正などにより、鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例及びその施行規

則並びに鳥取県障害者支援施設に関する条例施行規則の一部改正等を別添のとおり行いました。 

ついては、内容を御確認いただくとともに本条例や関係法令の遵守を徹底していただき、適正な事

業所等の運営に御尽力いただきますよう、何卒よろしくお願いします。 

 
担当 

  障がい福祉課障がい福祉サービス担当 檜垣 

  電    話：０８５７－２６－７１９３ 

  ファクシミリ：０８５７－２６－８１３６ 



（別添） 

 

１ 一部改正した条例及び施行規則 

（１）鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例新旧対照表（別紙１） 

（２）鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則新旧対照表（別紙２） 

（３）鳥取県障害者支援に関する条例施行規則新旧対照表（別紙３） 

 

２ 関連通知の改正 

（１）知事が別に定める者（平成２６年３月３１日付鳥取県障がい福祉課長通知第２０１３００２１

２５８４号別添）の一部改正【見え消し】（別紙４） 

（２）独自基準（平成２６年３月３１日付鳥取県障がい福祉課長通知第２０１３００２１２７１１号

別添）の一部改正【見え消し】（別紙５） 


